（別紙２）

誓　　約　　書


茨城県企業支援型奨学金返還支援補助金の交付申請に当たり、次の事項について誓約します。

１　次のいずれにも該当しません。
（１）発行済株式の総数又は出資価額の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有している中小企業者
（２）発行済株式の総数又は出資価額の総額の３分の２以上を大企業が所有している中小企業者
（３）大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の２分の１以上を占めている中小企業者
（４）発行済株式の総数又は出資価格の総額の全てを（１）から（３）に該当する中小企業者が所有している中小企業者
（５）（１）から（３）の中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者

２　労働基準法（昭和22年法律第49号）等の労働関係法令を遵守しています。

３　国又は地方公共団体の各種助成金等において、過去３年以内に不正受給（偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の交付を受け、又は受けようとすること。）をしたことはありません。

４　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）に規定する接待飲食等営業（料亭を除く。）及び性風俗関連特殊営業又はこれらの営業を受託して営業を行っておりません。

５　国、県又は市町村が出資による権利を有しておりません。

６　役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）ではありません。

７　暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団員が経営に実質的に関与しておりません。

８　県税の滞納その他県に対する債務不履行はありません。

９　補助金の申請に当たり、申請書の記載等に虚偽が判明した場合は、交付決定の取消し、補助金の返還等に応じます。

10　知事から報告、立会検査の求めがあった場合は速やかに応じます。
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